
「

「

音
楽
隊
、
自
動
車

警
ら
隊
、
機
動
捜

査
隊
及
び
航
空
隊

音
楽
隊
、
自
動
車

警
ら
隊
、
航
空
隊

及
び
機
動
捜
査
隊

」

」

上
司
の
命
を
受
け
、
隊
長
を

補
佐
し
、
隊
の
事
務
を
処
理

す
る
。

警
部
の
階
級
に
あ
る
警

察
官

自
動
車
警
ら
隊
及

び
航
空
隊

副
隊
長

上
司
の
命
を
受
け
、
隊
長
を

補
佐
し
、
隊
の
事
務
を
処
理

す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
所
長
を

補
佐
し
、
所
又
は
セ
ン
タ
ー

の
事
務
を
処
理
す
る
。

警
部
の
階
級
に
あ
る
警

察
官
、
事
務
職
員
又
は

技
術
職
員

警
部
の
階
級
に
あ
る
警

察
官
、
事
務
職
員
又
は

技
術
職
員

第
３
条
第
１
項
の

各
隊
並
び
に
音
楽

隊
、
航
空
隊
、
鉄

道
警
察
隊
及
び
機

動
捜
査
隊

科
学
捜
査
研
究
所

並
び
に
第
３
条
第

２
項
の
刑
事
研
修

所
及
び
各
セ
ン
タ

ー
の
う
ち
必
要
な

セ
ン
タ
ー

隊
長
補
佐

所
長
補
佐

「

」

上
司
の
命
を
受
け
、
所
長
を

補
佐
し
、
所
又
は
セ
ン
タ
ー

の
事
務
を
処
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
隊
長
を

補
佐
し
、
隊
の
事
務
を
処
理

す
る
。

警
部
の
階
級
に
あ
る
警

察
官
、
事
務
職
員
又
は

技
術
職
員

警
部
の
階
級
に
あ
る
警

察
官
、
事
務
職
員
又
は

技
術
職
員

科
学
捜
査
研
究
所

並
び
に
第
３
条
第

２
項
の
刑
事
研
修

所
及
び
各
セ
ン
タ

ー
の
う
ち
必
要
な

セ
ン
タ
ー

第
３
条
第
１
項
の

各
隊
並
び
に
音
楽

隊
、
鉄
道
警
察

隊
、
機
動
捜
査
隊

及
び
航
空
隊

所
長
補
佐

隊
長
補
佐

「

」

公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
総
合
企
画
運
営
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

〇
公
安
委
員
会
規
則

目

次

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
４
年
３
月
２４日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

石
田

敦
子

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
附
置
機
関
の
分
掌
事
務
」
を
「
附
置
機
関
の
分
掌
事
務
等
」
に
改
め
る
。

第
３
条
第
２
項
の
表
の
地
域
課
の
項
中
「
自
動
車
警
ら
隊

航
空

隊
」
を
「
自
動
車
警
ら
隊
」
に
改
め
、
同
表
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

第
５
条
の
表
中
会
計
監
査
管
理
官
の
項
を
削
り
、
同
表
中

を
に
改
め
、
同
表
の
副
隊
長
の
項
中
「
、
自
動
車
警

ら
隊
及
び
航
空
隊
」
を
削
り
、
同
表
の
交
通
管
制
官
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
５
条
の
表
中

をに
改
め
、

同
表
の
主
幹
の
項
中
「
警
部
若
し
く
は
警
部
補
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
、
」
を
削
り
、
同
表
の
主
査
の
項
中

令

和

四

年

（ 木 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

一
一

三
月
二
十
四
日

航
空

隊
警

備
運

用
課

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
佐
伯
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

令
和
四
年
三
月
二
十
四
日

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〇
警
察
本
部
訓
令

「
警
部
補
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
、
」
を
削
る
。

第
１５条

第
８
号
中
「
、
警
察
用
航
空
機
」
を
削
る
。

第
１８条

の
２
第
９
号
中
「
組
織
犯
罪
」
を
「
特
殊
な
捜
査
手
法
が
必
要
と
な
る
詐
欺
そ
の
他
の
組
織
犯

罪
」
に
改
め
る
。

第
２７条

に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑹
警
察
用
航
空
機
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

「
第
６
款
附
置
機
関
の
分
掌
事
務
」
を
「
第
６
款
附
置
機
関
の
分
掌
事
務
等
」
に
改
め
る
。

第
３１条

の
７
の
見
出
し
中
「
の
分
掌
事
務
」
を
「
に
お
け
る
事
務
処
理
」
に
改
め
、
同
条
中
「
つ
か
さ
ど

る
」
を
「
処
理
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
１
号
中
「
、
所
及
び
隊
」
を
「
（
鑑
識
課
及
び
運
転
免
許
課
を
除

く
。
）
及
び
隊
（
交
通
機
動
隊
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

第
３５条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
３５条

削
除

第
４２条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
航
空
隊
の
分
掌
事
務
）

第
４２条

航
空
隊
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

⑴
警
察
用
航
空
機
に
よ
る
災
害
そ
の
他
の
場
合
に
お
け
る
警
備
実
施
及
び
警
ら
、
遭
難
者
の
捜
索
救
助

そ
の
他
の
警
察
業
務
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
警
察
用
航
空
機
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
４７条

の
２
第
２
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
主
幹
、
主
査
及
び
専
門
員
は
、
事
務
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
５６条

第
２
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
主
幹
、
主
査
及
び
専
門
員
は
、
事
務
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
４
年
３
月
２４日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

石
田

敦
子

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

交
番
等
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
１
の
大
分
東
警
察
署
の
部
の
鶴
崎
駅
前
交
番
の
項
中
「
、
大
字
一
の
州
、
大
字
森
の
一
部
及
び
大

字
葛
木
の
一
部
」
を
「
及
び
大
字
一
の
州
」
に
改
め
、
同
部
の
大
在
交
番
の
項
中
「
横
塚
１
丁
目
の
一
部
」

を
「
横
塚
１
丁
目
」
に
改
め
、
同
部
の
横
尾
交
番
の
項
中
「
大
字
森
の
一
部
」
を
「
大
字
森
」
に
、
「
大
字

葛
木
の
一
部
」
を
「
大
字
葛
木
」
に
改
め
、
同
部
の
坂
ノ
市
交
番
の
項
中
「
横
塚
１
丁
目
の
一
部
、
」
を
削

り
、
同
表
の
別
府
警
察
署
の
部
の
別
府
駅
交
番
の
項
中
「
上
原
町
、
青
山
町
、
」
、
「
、
中
央
町
、
田
の
湯

町
、
上
田
の
湯
町
」
、
「
、
西
野
口
町
」
及
び
「
、
山
の
手
町
」
を
削
り
、
「
及
び
大
字
別
府
の
一
部
」
を

「
、
石
垣
東
１
丁
目
、
石
垣
東
２
丁
目
、
石
垣
東
３
丁
目
、
石
垣
西
１
丁
目
、
石
垣
西
２
丁
目
、
石
垣
西
３

丁
目
、
上
野
口
町
、
天
満
町
、
大
字
別
府
の
一
部
、
大
字
南
石
垣
の
一
部
及
び
大
字
鶴
見
の
一
部
」
に
改

め
、
同
部
の
南
部
交
番
の
項
中
「
大
字
浜
脇
、
大
字
内
成
及
び
大
字
別
府
の
一
部
」
を
「
上
原
町
、
青
山

町
、
中
央
町
、
田
の
湯
町
、
上
田
の
湯
町
、
西
野
口
町
、
山
の
手
町
、
大
字
浜
脇
、
大
字
内
成
の
一
部
、
大

字
別
府
の
一
部
及
び
大
字
南
立
石
の
一
部
」
に
改
め
、
同
部
の
山
の
手
交
番
の
項
中
「
大
字
南
立
石
」
を

「
大
字
南
立
石
の
一
部
」
に
、
「
及
び
大
字
鶴
見
の
一
部
」
を
「
、
大
字
鶴
見
の
一
部
、
大
字
内
成
の
一

部
、
大
字
南
石
垣
の
一
部
及
び
大
字
北
石
垣
の
一
部
」
に
改
め
、
同
部
の
亀
川
交
番
の
項
中
「
、
石
垣
東
１０

丁
目
の
一
部
、
石
垣
西
１０丁

目
の
一
部
」
を
削
り
、
「
大
字
亀
川
、
大
字
南
畑
」
を
「
大
字
亀
川
の
一
部
、

大
字
南
畑
の
一
部
」
に
、
「
及
び
大
字
北
石
垣
の
一
部
」
を
「
、
大
字
北
石
垣
の
一
部
及
び
大
字
鉄
輪
の
一

部
」
に
改
め
、
同
部
の
鉄
輪
交
番
の
項
中
「
、
石
垣
東
１
丁
目
、
石
垣
東
２
丁
目
、
石
垣
東
３
丁
目
」
を
削

り
、
「
石
垣
東
１０丁

目
の
一
部
」
を
「
石
垣
東
１０丁

目
」
に
改
め
、
「
、
石
垣
西
１
丁
目
、
石
垣
西
２
丁

目
、
石
垣
西
３
丁
目
」
を
削
り
、
「
石
垣
西
１０丁

目
の
一
部
、
上
野
口
町
、
天
満
町
、
大
字
南
石
垣
、
大
字

鉄
輪
」
を
「
石
垣
西
１０丁

目
、
大
字
鉄
輪
の
一
部
」
に
、
「
及
び
大
字
北
石
垣
の
一
部
」
を
「
、
大
字
北
石

垣
の
一
部
、
大
字
亀
川
の
一
部
及
び
大
字
南
畑
の
一
部
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
５
号

警
察
本
部

警
察
学
校

大
分
県
警
察
総
合
企
画
運
営
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
５
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
４
年
３
月
２４日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
田
哲
也

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
・
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
四
年
三
月
二
十
四
日

二



〰
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自
動
車
警
ら
第
一
係
、
自
動
車
警
ら
第
二
係

管
理
係
、
航
空
係
、
整
備
係

自
動
車
警
ら
隊

航
空

隊

「

」
自
動
車
警
ら
第
一
係
、
自
動
車
警
ら
第
二
係

自
動
車
警
ら
隊

「

」

管
理
係
、
企
画
係
、
警
衛
・
警
護
係
、
実
施
係
、
災
害
係

警
備
運
用
課

「

」

管
理
係
、
企
画
係
、
警
衛
・
警
護
係
、
実
施
係
、
災
害
対
策

係
警
備
運
用
課

「
航
空
係
、
整
備
係

航
空

隊

」

第
４
条
第
２
項
中
「
、
警
務
部
会
計
監
査
管
理
官
」
を
削
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
４
年
３
月
２４日

か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
６
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
６
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
４
年
３
月
２４日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
田
哲
也

第
３
条
第
１
項
の
表
の
警
務
課
の
項
中
「
働
き
方
改
革
係
」
の
次
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
化
推
進
係
」
を
加

え
、
同
表
中

をに
改
め
、
同
表
の

人
身
安
全
・
少
年
課
の
項
中
「
児
童
虐
待
対
策
係
、
人
身
安
全
対
策
係
、
保
護
・
行
方
不
明
係
、
子
供
・
女

性
支
援
係
、
少
年
事
件
特
別
捜
査
班
」
を
「
人
身
安
全
対
策
第
一
係
、
人
身
安
全
対
策
第
二
係
」
に
改
め
、

「
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
係
」
の
次
に
「
、
人
身
安
全
・
少
年
事
件
特
別
捜
査
班
」
を
加
え
、
同
表
の
捜
査
第

二
課
の
項
中
「
、
特
殊
詐
欺
係
」
及
び
「
、
特
殊
詐
欺
事
件
特
別
捜
査
班
」
を
削
り
、
同
表
の
組
織
犯
罪
対

策
課
の
項
中
「
犯
罪
収
益
解
明
係
、
組
織
犯
罪
特
別
捜
査
班
、
国
際
専
門
捜
査
係
」
を
「
国
際
専
門
捜
査

係
、
犯
罪
収
益
解
明
係
、
特
殊
詐
欺
係
、
組
織
犯
罪
特
別
捜
査
班
、
特
殊
詐
欺
事
件
特
別
捜
査
班
」
に
改

め
、
同
表
の
交
通
規
制
課
の
項
中
「
交
通
規
制
係
」
の
次
に
「
、
支
援
・
指
導
係
」
を
加
え
、
同
表
中

をに
改
め
る
。

第
４
条
の
表
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪
事
件
捜
査
指
導
官
の
項
中
「
警
視
」
を
「
警
部
」
に
改
め
る
。

第
７
条
中
「
事
務
分
掌
」
を
「
分
掌
事
務
」
に
改
め
る
。

別
表
の
２
の
刑
事
関
係
の
項
の
２５中

「
組
織
犯
罪
」
を
「
特
殊
な
捜
査
手
法
が
必
要
と
な
る
詐
欺
そ
の
他

の
組
織
犯
罪
」
に
改
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
訓
令
は
、
令
和
４
年
３
月
２４日

か
ら
施
行
す
る
。

（
大
分
県
警
察
会
計
監
査
規
程
の
一
部
改
正
）

２
大
分
県
警
察
会
計
監
査
規
程
（
平
成
１６年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
１９号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
２
条
第
２
項
中
「
、
警
務
部
会
計
監
査
管
理
官
」
を
削
る
。

（
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
改
正
）

３
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
（
昭
和
５４年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１６号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
５
条
第
２
項
第
１
号
中
「
生
活
安
全
部
地
域
課
長
」
を
「
警
備
部
警
備
運
用
課
長
」
に
改
め
る
。

第
３
号
様
式
中
「
生
活
安
全
部
地
域
課
長
」
を
「
警
備
部
警
備
運
用
課
長
」
に
改
め
る
。

（
大
分
県
警
察
当
直
規
程
の
一
部
改
正
）

４
大
分
県
警
察
当
直
規
程
（
平
成
９
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
１０号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
第
４
条
第
１
項
の
表
の
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
当
直
の
項
中
「
・
警
察
本
部
別
館
庁
舎
」
を
削
り
、
同
表

の
航
空
隊
当
直
の
項
中
「
地
域
課
長
」
を
「
警
備
運
用
課
長
」
に
、
「
地
域
課
の
」
を
「
警
備
運
用
課

の
」
に
改
め
、
同
表
の
警
察
学
校
当
直
の
項
中
「
け
ん
銃
射
撃
場
」
を
「
拳
銃
射
撃
場
」
に
改
め
、
同
表

の
各
警
察
署
の
当
直
の
項
中
「
か
ぎ
」
を
「
鍵
」
に
改
め
る
。

（
大
分
県
警
察
職
員
の
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

５
大
分
県
警
察
職
員
の
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２８年

大
分
県
警
察

本
部
訓
令
第
１１号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
１
の
警
視
の
項
中
「
室
長
企
画
官
」
を
「
企
画
官

室
長
」
に
、
「
広
報
官

人
事
管
理
監

組
織
管
理
監
」
を

「
管
理
官

警
視
の
階
級
に
あ

広
報
官

管
理
監

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
四
年
三
月
二
十
四
日

三



主
任
主
査
巡
査
部
長
の
階
級
相
当

職
に
あ
る
専
門
員

主
任
主
査
巡
査
部
長
の
階
級
相
当

職
に
あ
る
専
門
員

主
査
巡
査
部
長
の
階
級
相
当

職
に
あ
る
専
門
員

主
任

「

」

主
任
主
査
巡
査
部
長
の
階
級
相
当

職
に
あ
る
専
門
員

巡
査
部
長
の
階
級
相
当

職
に
あ
る
少
年
補
導
職

員

主
任
主
査
巡
査
部
長
の
階
級
相
当

職
に
あ
る
専
門
員

主
査
巡
査
部
長
の
階
級
相
当

職
に
あ
る
専
門
員

主
任
巡
査
部
長
の
階
級
相
当

職
に
あ
る
少
年
補
導
職

員 「

」

る
対
策
官

」

に
改
め
、
「
特
殊
詐
欺
・
窃
盗
犯
罪
抑
止
対
策
官
」
及
び
「
機
動
警
察
管
理
官
」
を
削
り
、

「
組
織
窃
盗
対
策
官

犯
罪
被
害
者
支
援
官
」
を
「
特
別
捜
査
隊
長

警
視
の
階
級
に
あ
る
犯
罪
被
害
者
支
援
官
」
に
改
め
、
「
交
通
管
理
官
」

を
削
り
、
「
被
害
者
連
絡
調
整
官
」
を
「
被
害
者
連
絡
調
整
官

通
告
官

」
に
改
め
、
「
災
害
対
策
官
」
、
「
特
別

捜
査
隊
長
」
、
「
暴
走
族
対
策
官
」
、
「
通
告
官
」
及
び
「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
官
」
を
削
り
、
同
表

の
警
部
の
項
中
「
警
部
の
階
級
に
あ
る
監
察
官
」
を
「
警
部
の
階
級
に
あ
る
対
策
官

警
部
の
階
級
に
あ
る
監
察
官

警
部
の
階
級
に
あ
る
犯
罪
被
害
者
支
援
官
」
に
、

「
隊
長
補
佐

所
長
補
佐
」
を
「
所
長
補
佐

隊
長
補
佐
」
に
改
め
、
「
児
童
虐
待
対
策
官
」
及
び
「
警
部
の
階
級
に
あ
る
主
幹
」

を
削
り
、
「
地
域
指
導
官

警
部
の
階
級
に
あ
る
隊
長
」
を
「
地
域
指
導
官
」
に
改
め
、
同
表
の
警
部
補
の
項
中
「
警
部

補
の
階
級
に
あ
る
主
幹
」
及
び
「
主
査
」
を
削
り
、
「
警
部
補
の
階
級
に
あ
る
係
長

警
部
補
の
階
級
に
あ
る
隊
長
」
を
「
係
長
課
長
代
理
」

に
改
め
る
。

別
表
第
２
の
警
視
の
階
級
相
当
職
の
項
中
「
会
計
監
査
管
理
官
」
を
削
り
、
「
室
長
参
事
」
を
「
参
事
室
長
隊
長
」

に
、
「
次
席
副
所
長

指
導
官
」
を

「
警
視
の
階
級
相
当
職
に
あ
る
次
席

警
視
の
階
級
相
当
職
に
あ
る
副
所
長

警
視
の
階
級
相
当
職
に
あ
る
調
査
官

警
視
の
階
級
相
当
職
に
あ
る
指
導
官
」

に
改
め
、
同
表
の
警
部
の
階
級
相
当
職
の

項
中
「
調
査
官

警
部
の
階
級
相
当
職
に
あ
る
監
察
官
」
を

「
警
部
の
階
級
相
当
職
に
あ
る
次
席

警
部
の
階
級
相
当
職
に
あ
る
副
所
長

警
部
の
階
級
相
当
職
に
あ
る
調
査
官

警
部
の
階
級
相
当
職
に
あ
る
指
導
官

警
部
の
階
級
相
当
職
に
あ
る
監
察
官
」

に
、
「
隊
長
所
長

補
佐

「
所
長
補
佐

「
場
長
補
佐

補
佐
」
を
隊
長
補
佐
」
に
、
「
場
長
補
佐
」
を
上
席
主
幹
研
究
員
」
に
改
め
、
同
表
中

をに
改
め
る
。

（
大
分
県
警
察
に
お
け
る
災
害
警
備
実
施
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

６
大
分
県
警
察
に
お
け
る
災
害
警
備
実
施
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２５年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
９
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２６条

中
「
生
活
安
全
部
地
域
課
航
空
隊
、
交
通
部
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
等
」
を
「
交
通
部
高
速
道

路
交
通
警
察
隊
、
警
備
部
警
備
運
用
課
航
空
隊
等
」
に
改
め
る
。

（
大
分
県
警
察
に
お
け
る
航
空
隊
の
運
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

７
大
分
県
警
察
に
お
け
る
航
空
隊
の
運
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２７年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１６号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１
条
中
「
生
活
安
全
部
地
域
課
航
空
隊
」
を
「
警
備
部
警
備
運
用
課
航
空
隊
」
に
改
め
る
。

第
２
条
中
「
生
活
安
全
部
地
域
課
長
（
以
下
「
地
域
課
長
」
を
「
警
備
部
警
備
運
用
課
長
（
以
下
「
警

備
運
用
課
長
」
に
改
め
る
。

第
３
条
、
第
５
条
、
第
６
条
及
び
第
１２条

中
「
地
域
課
長
」
を
「
警
備
運
用
課
長
」
に
改
め
る
。

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
四
年
三
月
二
十
四
日

四


